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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成29年5月25日(2017.5.25)

【公表番号】特表2016-515646(P2016-515646A)
【公表日】平成28年5月30日(2016.5.30)
【年通号数】公開・登録公報2016-033
【出願番号】特願2016-508284(P2016-508284)
【国際特許分類】
   Ａ０１Ｎ  25/08     (2006.01)
   Ａ０１Ｐ   3/00     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  65/22     (2009.01)
   Ａ０１Ｎ  25/14     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  25/12     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  25/04     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  65/00     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ａ０１Ｎ   25/08     　　　　
   Ａ０１Ｐ    3/00     　　　　
   Ａ０１Ｎ   65/22     　　　　
   Ａ０１Ｎ   25/14     　　　　
   Ａ０１Ｎ   25/12     １０１　
   Ａ０１Ｎ   25/04     １０１　
   Ａ０１Ｎ   65/00     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年4月5日(2017.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１種類の天然オイルと少なくとも１種類の界面活性剤とを含む成分の本質的
に乾燥状態の組み合わせが吸収される粒子を含む粒子状物質であって、前記成分が、水と
接触させると水中油型エマルジョンが形成されるように選択される、粒子状物質。
【請求項２】
　少なくとも１種類の天然オイルと少なくとも１種類の界面活性剤とを含む成分の本質的
に乾燥状態の組み合わせが吸収される粒子を含む、粒子状物質。
【請求項３】
　前記粒子状物質の全重量に対して２０～５０重量％の量で前記の少なくとも１種類の天
然オイルを含む、請求項１または２に記載の粒子状物質。
【請求項４】
　前記粒子状物質の全重量に対して５～１０重量％の量で前記の少なくとも１種類の界面
活性剤を含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の粒子状物質。
【請求項５】
　前記粒子が二酸化ケイ素（ＳｉＯ2）粒子である、請求項１から４のいずれか一項に記
載の粒子状物質。
【請求項６】
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　前記二酸化ケイ素粒子がベントナイト粘土ビーズを含む、請求項５に記載の粒子状物質
。
【請求項７】
　前記二酸化ケイ素粒子が合成非晶質シリカビーズを含む、請求項５に記載の粒子状物質
。
【請求項８】
　前記合成非晶質シリカビーズが沈降合成非晶質シリカビーズである、請求項７に記載の
粒子状物質。
【請求項９】
　前記粒子が、ラテックスビーズ；炭酸カルシウム吸収剤粒子；セルロースビーズ；ポリ
スチレン吸着剤ビーズ；木炭；セファロースビーズ；エマルサン－アルジネートビーズ；
キトサンビーズ；アルギン酸ナトリウムビーズ；スチレン－マレイン酸コポリマービーズ
、スチレン－ジビニルベンゼンビーズおよびセルロース紙ビーズからなる群から選択され
る、請求項１から４のいずれか一項に記載の粒子状物質。
【請求項１０】
　前記粒子が、１０～２５μｍの範囲のサイズ分布を特徴とする、請求項１から９のいず
れか一項に記載の粒子状物質。
【請求項１１】
　前記粒子が、４００～５５０ｍ2／ｇの範囲の表面積を特徴とする、請求項１から１０
のいずれか一項に記載の粒子状物質。
【請求項１２】
　前記粒子が、２５０～３５０ｍｌ／粒子１００グラムの範囲のオイル容量を特徴とする
、請求項１から１１のいずれか一項に記載の粒子状物質。
【請求項１３】
　前記の少なくとも１種類の天然オイルが植物油を含む、請求項１から１２のいずれか一
項に記載の粒子状物質。
【請求項１４】
　前記植物油が、Ｏｒｉｇａｎｕｍ　ｖｕｌｇａｒｅ、Ｏｒｉｇａｎｕｍ属、Ｍｅｎｔｈ
ａ属、Ｔｈｙｍｕｓ属、Ｍｙｒｔｕｓ属、Ｏｃｉｍｕｎ属、Ｌａｖａｎｄｕｌａ属、Ｍｉ
ｃｒｏｍｅｒｉａ属、Ｃｏｒｉａｎｄｕｍ属、Ａｌｏｙｓｉａ属、Ｍｅｌｉｓｓａ属、Ｓ
ａｌｖｉａ属、Ｐｅｔｏｓｅｌｉｎｕｍ属、Ｒｏｓｍａｒｉｎｕｓ属、Ｐｒｕｎｅｌｌａ
属、およびＣｕｍｉｎｕｍ属からなる群から選択される植物に由来する、請求項１３に記
載の粒子状物質。
【請求項１５】
　前記の少なくとも１種類の天然オイルが精油を含む、請求項１から１２のいずれか一項
に記載の粒子状物質。
【請求項１６】
　前記精油がオレガノ油を含む、請求項１５に記載の粒子状物質。
【請求項１７】
　前記植物油が植物性油を含む、請求項１３または１４に記載の粒子状物質。
【請求項１８】
　前記天然オイルが、少なくとも１種類の精油と少なくとも１種類の植物性油との組み合
わせを含む、請求項１から１７のいずれか一項に記載の粒子状物質。
【請求項１９】
　前記の少なくとも１種類の天然オイルが、少なくとも１種類の精油と少なくとも１種類
の植物性油との組み合わせを含み、前記の少なくとも１種類の精油と前記の少なくとも１
種類の植物性油の比が６０：４０～１００：０の範囲である、請求項１から１８のいずれ
か一項に記載の粒子状物質。
【請求項２０】
　前記比が約８０：２０である、請求項１９に記載の粒子状物質。
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【請求項２１】
　オレガノ油とゴマ油の組み合わせを含む、請求項１８から２０のいずれか一項に記載の
粒子状物質。
【請求項２２】
　前記界面活性剤が脂肪酸のアルカリ性塩を含む、請求項１から２１のいずれか一項に記
載の粒子状物質。
【請求項２３】
　前記界面活性剤が脂肪酸のカリウム塩を含む、請求項２２に記載の粒子状物質。
【請求項２４】
　前記界面活性剤が、農業的に許容可能な非イオン性界面活性剤である、請求項１から２
１のいずれか一項に記載の粒子状物質。
【請求項２５】
　前記粒子状物質の全重量に対して１０重量％以下の水分を含む、請求項１から２４のい
ずれか一項に記載の粒子状物質。
【請求項２６】
　有機溶媒を含む、請求項１から２５のいずれか一項に記載の粒子状物質。
【請求項２７】
　前記有機溶媒を５％まで含む、請求項２６に記載の粒子状物質。
【請求項２８】
　前記有機溶媒が揮発性極性溶媒である、請求項２６または２７に記載の粒子状物質。
【請求項２９】
　前記溶媒が、アセトン、イソプロピルアルコール、アセトニトリル、エタノールおよび
メタノールからなる群から選択される、請求項２８に記載の粒子状物質。
【請求項３０】
　前記粒子が本質的に多孔質粒子であり、かつオイルと界面活性剤の前記組み合わせが、
前記粒子の細孔内に少なくとも一部吸収される、請求項１から２９のいずれか一項に記載
の粒子状物質。
【請求項３１】
　ワックスを含有しない、請求項１から３０のいずれか一項に記載の粒子状物質。
【請求項３２】
　請求項１から３１のいずれか一項に記載の粒子状物質を含む組成物。
【請求項３３】
　同一粒子上に保持された２種類以上の精油を含む、請求項３２に記載の組成物。
【請求項３４】
　請求項１から３１のいずれか一項に記載の粒子状物質の２つ以上の集団を含む組成物で
あって、少なくとも１つの集団が、少なくとも１種類の精油と少なくとも１種類の界面活
性剤を保持する粒子を含み、少なくとも他の集団が、少なくとも１種類の植物性油と少な
くとも１種類の界面活性剤を保持する粒子を含む、組成物。
【請求項３５】
　それぞれが、異なる精油または精油の異なる組み合わせを含む、複数の集団を含む請求
項３４に記載の組成物。
【請求項３６】
　抗菌性エマルジョンを製造するための、請求項１から３１のいずれか一項に記載の粒子
状物質の使用。
【請求項３７】
　請求項１から３１のいずれか一項に記載の粒子状物質を水溶液と混合して、前記エマル
ジョンを形成することを含む、抗菌性エマルジョンを製造する方法。
【請求項３８】
　請求項３２から３５のいずれか一項に記載の組成物を水溶液と混合して、前記エマルジ
ョンを形成することを含む、抗菌性エマルジョンを製造する方法。
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【請求項３９】
　前記エマルジョンが、３～１０μｍの範囲の液体粒子サイズを含む、請求項３７または
３８に記載の方法。
【請求項４０】
　（ａ）請求項１から３１のいずれか一項に記載の粒子状物質を水溶液と混合して、エマ
ルジョンを形成する工程；
　（ｂ）植物の少なくとも一部上に、または植物周囲の土壌に前記エマルジョンを適用す
る工程；
を含む、植物を処置する方法。
【請求項４１】
　前記エマルジョンの形成前、形成と同時に、または前記エマルジョンの形成に続いて、
前記粒子状物質を少なくとも１種類の抗菌剤と混合する工程を含む、請求項４０に記載の
方法。
【請求項４２】
　適用が前記エマルジョンの噴霧を含む、請求項４０または４１に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　一部の他の実施形態において、天然オイルは、炭素源として、例えば相反する微生物の
食料／栄養素として使用される植物由来オイルである。これらは、本明細書において「炭
素ベースオイル」または「炭素豊富な栄養素オイル」という用語で呼ばれる。一部の実施
形態において、炭素ベースオイルは植物性油（vegetable oils）である。それに限定され
ないが、炭素ベースオイルは、ゴマ油、オリーブ油、ラッカセイ油、綿実油、ダイズ油、
パーム油、ヒマワリ油、ベニバナ油、カノーラ油、ヒマシ油、ヤシ油、ラッカセイ油から
なる群から選択される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
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【表１】
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